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本日、ここに令和２年３月市議会定例会を招集し、新年度予算のご審

議をお願いするにあたり、私の市政運営についての所信の一端と予算の

大綱を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力をいただ

きたいと存じます｡ 

 

新しい時代「令和」が幕を開けました。誰もが夢や希望を持ち、幸せ

に満ち溢れた社会、誰もが安全で安心して暮らせる社会、そして、誰も

がこうした社会が将来にわたり続いていく時代となることを願い、私自

身も、改めてその思いを強くしたところです。 

この令和の時代に入りましても、少子化の進行が止まりません。日本

の総人口は２００８年をピークに減少し続け、国が昨年末に公表した人

口動態統計の推計値では、２０１９年の出生数は９０万人を割り込み、

人口の自然減は、統計を取り始めてから初めて５０万人を超え、１年で

１つの県が消滅するほど、減少しております。この状況が続きますと、

近い将来、人口の自然減が１００万人を超す時代を迎えることは容易に

想定されます。我が国において、今まさに直面している大きな課題の 1

つが、この人口減少と少子高齢化の進行であります。そのような中、国

は国力を維持していくため、新たな時代「令和」への挑戦として、「Ｓｏ

ｃｉｅｔｙ５．０」実現を加速するとし、全世代型社会保障への改革な

どによる成長力の強化、人づくり革命や働き方改革、地方創生の推進な

ど、新しい時代にふさわしい仕組みづくりに取り組み、課題の克服を目

指すとしています。 

新年度は、こうした国の取組みを踏まえ、本市を取り巻く社会的課題
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を克服するため、人口減少への対応と未来への投資をキーワードに、「子

育て支援」、「人づくり」、「環境」、「交流とおもてなし」の、４つの取組

みを重点的に推進し、未来（あす）の豊橋を見据え、持続可能なまちづ

くりに力を注いでまいります。 

子育て支援では、ライフスタイルの変化や将来への不安といった、生

活環境や社会環境の変化による様々な課題をしっかりと理解し、今でき

ることを一歩ずつ着実に進めてまいります。将来に不安なく安心して子

を産み、安心して子育てができ、そして本市での子育ての魅力を実感で

きるよう、子を持とうとしている夫婦には、妊娠準備期からの支援を、

また、子育てに、今、まさに頑張っている世帯については、子が生まれ

てから成人になるまでの支援を、全てのライフステージにおいて、経済

面だけではなく、様々な側面から、最適なサービスを切れ目なく提供す

るとともに、仕事と家庭を両立できる環境を整えてまいります。 

人づくりでは、未来（あす）の豊橋を担っていく子どもたちが未来を

生き抜くために、一人ひとりの可能性を引き出し、個性や能力に応じた

きめ細やかな教育を一層推進するとともに、地域社会をしっかりと支え

る人や、日本、そして世界を舞台に最前線で活躍する人など、多様な人

材を育ててまいります。そして、こうした本市の未来を見据えた人づく

りについて、地域と学校が一体となった取組みを加速してまいります。 

環境についてですが、昨年９月、国連気候行動サミットにおいて、次

の世代の若者たちが生きていく未来の地球のために、ことの緊急性を理

解し、行動することを、一人の若者が悲痛な思いで訴えました。この思

いに応えるべく、この地球を守り、本市の未来へ受け継ぐために、今で
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きることから始めなければならないと、市民や事業者の皆様も思ったよ

うに、私自身も、改めて、その思いを強くしたところでございます。ま

た、国連気候変動枠組条約第２５回締約国会議（ＣＯＰ２５）において、

国として、脱炭素化に向けた具体的な取組みを継続して行うことを、表

明しました。本市も、目指す姿として、「２０５０年 再生可能エネルギ

ー利用１００％のまち とよはし」を掲げ、豊橋市役所におけるＲＥ１

００の実現を目指してまいります。加えて、「とよはしプラ５３０（ゴミ

ゼロ）宣言」を実践する取組みを加速し、本市としてできる環境対策に

果敢に取り組んでまいります。 

 一方で、気候変動がもたらす気象変化の影響を受け、毎年のように、

数十年に一度といわれる大雨や暴風等に見舞われ、気象庁からは特別警

報が繰り返し発表され、こうした気象が、まさに、日常になろうとして

います。一昨年は本市も含め、西日本一帯で、昨年は、長野県や関東・

東北の各地で大きな被害が発生しました。本市はいち早く、物資の支援

とともに、現地へ職員を派遣するなど、これまでも、防災・減災対策と

して、先進的な様々な取組みを行ってまいりました。他都市を支援する

中で、大規模な停電時における、避難所をはじめとする公共施設への電

力供給といった、新たな課題もみえてまいりました。引き続き、市民の

生命や財産を守るため、災害に強いまちづくりに向けた、間断ない対策

を実施してまいります。 

厳しい社会環境の中にありましても、明るい話題もございます。本市

ゆかりのアスリートの活躍が期待される、オリンピック・パラリンピッ

クイヤーでもあり、本市出身の古関金子さんの夫である、古関裕而さん
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の生涯を描いた連続テレビ小説「エール」の放送が始まるなど、新年度

は、本市を日本国内に、また世界へＰＲしていく、まさに交流とおもて

なしの年となります。この機会を逃すことなく、本市に関心を持っても

らい、訪れる場所、滞在する場所、さらには住む場所として選ばれるよ

う、一層の魅力づくりと効果的な情報発信を行ってまいります。 

 

さて、昨年７月、本市が提案した「豊橋からＳＤＧs で世界と未来に

つなぐ水と緑の地域づくり」が高く評価され、内閣府より「ＳＤＧs 未

来都市」に選定されました。豊かな自然の恵みと、それを支える技術と

知恵がいつまでも受け継がれ、誰一人取り残さない未来（あす）の豊橋

を描きながら、地域とともに、そして世界とともに、「ＳＤＧs 未来都市」

の実現を目指し、ＳＤＧｓの理念に沿った多様な取組みを展開してまい

ります。 

また、ＩｏＴ、ＡＩなどのＩＣＴ先端技術を用いた業務への転換がま

すます加速し、今後、市役所の仕事の仕方が大きく変化してまいります。

この流れに乗り遅れることなく、市民サービスの向上と行政の効率化へ

の取組みを進めてまいります。 

新年度は、「ともに生き、ともに考え、ともにつくる」を合言葉に取り

組んでまいりました、第５次総合計画の締めくくりの年であり、第６次

総合計画を策定する重要な年でもあります。この１０年間は、私たちを

取り巻く環境が目まぐるしく、猛烈な勢いで変化してまいりましたが、

市民の皆様のご協力をいただきながら、総合計画に盛り込んだ政策だけ

ではなく、その時々の社会情勢に応じた施策や、将来を見据えた施策に
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果敢に取り組んでまいりました。「根
ね

浅
あさ

ければ即
すなわ

ち末
すえ

短
みじか

く、本
もと

傷
やぶ

るれば

即
すなわ

ち枝
えだ

枯
か

る」と言いますが、次なる１０年後、２０年後の、本市の未来

につないでいくために、これまで築き上げてきた土台を、さらに強固な

ものとする、持続可能なまちづくりに全力で邁進してまいります。 

 

以上が、市政運営に臨む私の所信の一端であります。以下、新年度に

おいて重点的に取り組む戦略計画に基づいた主な取組みと基本的な考え

方について申し上げます。 

 

第１は、「活力みなぎる産業創出プロジェクト」です。 

新たな産業拠点として愛知県が整備を進めています三弥地区工業団地

では、引き続き、整地工事や水道整備工事を行い、事業進捗を図るとと

もに、東細谷地区では、ほ場整備による農地の集積と営農の効率化を促

進し、工業団地の整備に向けた取組みを進めてまいります。また、港湾

地域、特に三河港明海地区では、産業基地として拡張を続ける中、交通

渋滞の緩和による物流の効率化や、生産性の向上を図るため、同地区と

国道２５９号を結ぶ市道の整備を進めるなど、必要となるインフラを整

備し、国内外の企業誘致につなげてまいります。 

本市中小企業の人材確保や人材育成への支援として、首都圏からの就

職、転職希望者と、受入れ企業とをマッチングする機会の拡大を図るた

め、企業が転職サイトへ求人掲載する経費の助成を新たに開始します。

加えて、こうした首都圏からの転入者を雇用した中小企業に対して、奨

励金を支給するとともに、東京２３区から移住し、市内で就業等する方
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へは、移住支援金を交付するなど、これら複数の補助制度の相乗効果に

より、本市への就職、定住につなげてまいります。また、働き盛りの男

性が、定時に帰り休みを取ることができる組織実現を目指すセミナーの

開催や、実際にチャレンジする企業を募集し、コンサルタントによる伴

走支援を行うなど、働き方改革から人材の定着、確保につなげていく取

組みを始めます。さらに、女性従業員の資格取得に係る経費を中小企業

等へ助成する、女性スキルアップ支援補助金では、対象となる資格を国

家資格から公的資格まで拡大してまいります。加えて、働く女性のネッ

トワークづくりと、女性活躍を実践する企業等を増やすため、異業種交

流によるセミナーを開催するとともに、求職中の女性の国家資格取得を

支援する助成制度を創設するなど、働く女性を応援し、人材の定着を図

ってまいります。 

また、新たなビジネスを創出する環境整備として、地域や行政の課題

に対し、民間企業と行政が協働して実証実験を行い、新たな解決手法や

ビジネスの創出を目指す取組みを始めてまいります。さらに、今後の衛

星データやビッグデータに関係するビジネスの市場拡大を見据え、これ

らの利活用を促進する取組みに対して支援を行ってまいります。 

昨年は、日本各地で様々な大きな自然災害が発生しましたが、とりわ

け、農業への打撃は深刻なものがありました。本市では、昨年６月に農

業用ハウス強靱化緊急対策事業として、農業用ハウスの補強等に取り組

む農家に対し、国の補助金と併せ、市が上乗せをし、助成を行ってまい

りましたが、新年度は、助成対象に非常用電源の導入を加え、制度の拡

充を図ってまいります。また、いまだに終息の見えないＣＳＦ（豚熱
ぶたねつ

）
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対策として、ワクチン接種に要する経費への助成を継続して実施し、本

市養豚業の支援を行ってまいります。 

なお、東三河で唯一の百貨店、ほの国百貨店が 3 月に閉店することと

なりましたが、４月からのまちなかの賑わいを創出するため、現在の建

物付近で緊急対策事業を実施してまいります。 

 

第２の「選ばれるまち豊橋プロジェクト」です。 

「のんほいパーク」の年間入園者数が、目標としてきた１００万人に

迫ろうとしています。第５次総合計画がスタートした平成２３年度は６

７万人ほどでしたが、職員の営業努力と必要な投資との相乗効果により、

着実にファンを増やし、入園者数の増加に結びつけてまいりました。 

新年度は、動物福祉の理念のもと、オスゾウ放飼場の拡張やトラ舎の

改修に加え、バードエリアの整備を行うとともに、来園した皆様がワク

ワクする、また来たいと思えるような、工夫を凝らした展示に努めてま

いります。また、自然史博物館では調査研究活動を充実し、研究成果を

本市から国内外に向け発信していくなど、先進的で魅力ある博物館を目

指してまいります。 

この３月３０日より、連続テレビ小説「エール」が放送されます。昨

年秋には、本市でのロケも行われ、ドラマの舞台地として全国に知れ渡

ることになります。この機会を逃すことなく、官民一体となって市内外

においてプロモーションを実施するとともに、来豊された方をもてなし、

本市の魅力を全国に発信してまいります。 

「続日本１００名城」に選定されて以来、関心が高まっている吉田城
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址ですが、魅力向上や安全確保のため石垣の保全に取り組んでまいりま

す。石垣のカルテ作成や長寿命化のための修繕計画を策定するほか、発

掘調査を継続して行うなど、その価値を明らかにし、国の史跡指定を目

指してまいります。そして改めて観光資源としての魅力を高め、来豊客

の増加へとつなげてまいります。 

 

第３の「ほの国創生プロジェクト」です。 

「東三河はひとつ」を合言葉に設立された東三河広域連合は、１月で

設立５年を迎えました。その間、介護保険事業、旅券発給事務をはじめ、

様々な共同事業に取り組んでまいりました。新年度もこうした事業を東

三河広域連合の活動を通じて、また、その他、多くの事業においても関

係市町村と連携した取組みを行い、持続可能な東三河の地域づくりを率

先して進めてまいります。 

昨年９月、国による準備段階調査箇所に採択された豊橋新城スマート

ＩＣ（仮称）につきましては、早期事業化を目指し、新城市と共同で詳

細な検討を始めます。また、東海道新幹線の増便や駅利用の利便性向上

を目指し、三河地域新幹線駅利用促進期成同盟会を設立しましたが、豊

橋駅へ停車する「ひかり」の増便の実現に向け、この地域が一体となっ

て、誘致活動を積極的に行ってまいります。さらに、設楽ダムや名豊道

路の未開通区間の整備や４車線化、浜松三ヶ日・豊橋道路（仮称）や臨

港道路東三河臨海線の早期事業化など、この地域の発展に欠かせない主

要なインフラ整備につきましても、国や県に対し強く働きかけを行って

まいります。 
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その他では、国内で唯一、本市に設置されていた港湾技能研修センタ

ーの移転に伴う、施設の利活用について、調査検討を進めてまいります。

また、豊川水系でつながるこの地域共通の課題であり、全国的な課題で

もあります、熟練した水道技術者不足を解消するため、田原市をはじめ

設楽町、東栄町、豊根村の４市町村に職員を派遣し、水道施設の維持管

理や施設の改良に関する技術支援を行うとともに、関係団体と連携し、

水道技術継承の研修を実施するなど、この地域の持続可能な、安全で安

心な水道水の安定供給に取り組んでまいります。 

 

第４の「しあわせファミリープロジェクト」です。 

今シーズンも流行しています季節性インフルエンザ対策として、本市

に住む１歳から中学生までの全ての子どもと、高校３年生を対象とし、

インフルエンザワクチン任意予防接種費用への助成を始めます。また、

段階的に制度を拡充し、中学生までを対象としてまいりました子どもの

医療費助成について、その入院費用への助成を１８歳まで拡大してまい

ります。子育て世帯の経済的な負担軽減を図り、加えて、子どもたちの

感染による重症化予防と、学級閉鎖等による学習機会の喪失を未然に防

ぐとともに、受験生を応援してまいります。 

不妊に悩む夫婦に対しましては、特定不妊治療費への助成について、

現行制度を拡充し、市の独自制度として、所得制限の撤廃と治療費助成

の増額を行ってまいります。これまで、経済的な理由等で治療を断念し

てきた夫婦が、治療へと一歩踏み出すことができる、後押しとなる取組

みを展開してまいります。 
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また、放課後の待機児童ゼロに向け、児童クラブを新たに７クラブ開

設するとともに、４つのクラブの定員数を増やし、放課後における、子

どもたちの安全で安心な居場所を確保してまいります。 

さらに、フードバンクや、子どもたちの居場所づくりに関する取組み

を行う団体へ、その運営費を助成する制度を創設し、子どもたちの輝け

る未来を、地域ぐるみで応援する取組みを展開してまいります。 

 

第５の「いきいき長寿プロジェクト」です。 

年齢を重ねても生きがいを実感しながら活躍できるよう、地区体育館

を利用し、体力測定、栄養指導や効果的な運動を行い、身体機能の低下

や活動量の低下などから陥りやすい、フレイルの悪循環を断ち切る取組

みを行ってまいります。また住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続

けられるように、地域住民が主体の、「支え合い活動」の普及拡大を支援

するとともに、介護予防大会を開催し、介護予防活動への動機付けや活

動の促進を図ってまいります。さらに、事業開始から３年目となる、あ

いちオレンジタウン構想モデル事業では、「認知症に理解の深いまちづく

り」に「じぶんごと」、として取り組む社会の実現を目指し、認知症本人

の想いやニーズを語り合う、本人ミーティングを開催します。 

障害者の自立と社会参加を促進する取組みとして、農家と障害福祉サ

ービス事業所をマッチングし、潜在的なニーズの実証を行い、農作業を

通じて相互理解を図るなど、障害者の就労につなげる取組みを行ってま

いります。さらに、庁内に設置しております障害者ワークステーション

「わくわく」では、取り扱う業務を増やし、幅広い業務経験を通じ、障
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害者の就労を後押ししてまいります。また、新たに、音声を文字化する

ことができる機能をもった情報端末を導入し、窓口への設置を通じて、

障害の特性に応じたコミュニケーション手段を拡充してまいります。 

豊橋市民病院では、術後の回復が早い手術支援ロボットシステムによ

る手術件数が増えてきたことから、患者さんの要望に応えるため、１台

増設し、東海３県の公立病院では初となる２台体制としてまいります。 

その他では、昨年１１月より本市独自の支援として開始しました高齢

者交通安全対策として、運転免許証を自主的に返納される方に対し、タ

クシー券等の交通助成券を引き続き交付するとともに、継続して自動車

を運転される方に対する後付け安全運転支援装置設置への助成につきま

しては、その対象となる年齢を６５歳まで引き下げ、所得要件を廃止す

るなど、支援を拡大してまいります。 

 

第６の「都市強靭化プロジェクト」です。 

いつ起こるかわからない地震に備え、総合防災訓練としては初の、夜

間訓練を行ってまいります。また、避難所運営について、トイレ不足へ

の対応として、マンホールトイレを計画的に整備するとともに、長期に

わたる大規模な停電への対応として、電気自動車等から電力を供給でき

るパワーコンディショナーを配備してまいります。また、新たに乳児用

液体ミルクの備蓄を始めるほか、人工呼吸器利用者が、自家発電機等を

自宅に設置する費用への給付を始めます。さらに、災害対策本部の機能

強化として、ＡＩ技術を用いて、ＳＮＳに投稿された災害情報をリアル

タイムに収集、分析することができる「Ｓｐｅｃｔｅｅ
ス ペ ク テ ィ

」や、文字や画



14 

 

像による情報伝達手段として、「ＬＩＮＥ
ラ イ ン

 ＷＯＲＫＳ
ワ ー ク ス

」を導入するなど、

職員の被災地派遣で得られた貴重な経験や教訓を活かし、適切な防災対

策を進め、災害対応力を高めてまいります。 

消防の関係では、４月に運用開始となる新しい前芝出張所に、愛知県

内では初となる、大規模な土砂災害や風水害時において、浸水した地域

などで機動的な活動が可能な、中型水陸両用車を配備いたします。国か

ら貸与されるこの車両を、緊急消防援助隊登録車両として、大規模災害

発生時には全国の被災地に派遣し、活動してまいります。また、年々増

加している救急需要に対応するため、救急車を８台から９台体制とし、

弾力的に運用するなど、消防、救急体制の充実、強化を図ってまいりま

す。 

ライフラインの関係では、水道事業において、第７期配水管整備事業

の最終年度として、管路の布設替えによる耐震化を、計画に基づき進め

てまいります。また、第２期水道施設整備事業の後期事業では、東部配

水場の整備を進めるとともに、高山配水場のポンプ棟築造工事に着手す

るなど、配水設備の増強や老朽化設備の更新を行ってまいります。さら

に、停電時の安定給水対策として、加圧所５か所に非常用発電設備や発

電機を整備するなど、水道施設の強靱化を図ってまいります。 

下水道事業では、第９次拡張事業として、未普及地区の整備や浸水対

策工事を進めるとともに、第１次再整備事業では、処理区再編事業とし

て、野田処理場と中島処理場を結ぶ送水管やポンプ棟の整備を、また、

総合地震対策事業として、マンホール浮上防止や富士見台中継ポンプ場

における耐震化を進めてまいります。さらにＩｏＴを活用した水質測定
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器や多機能型マンホール蓋を導入し、水質のリアルタイム監視と測定情

報の集積を行うほか、水位のリアルタイム監視による、降雨時の道路冠

水メカニズムの把握と、浸水対策への活用を図ってまいります。その他

では、「上下水道ビジョン２０２１－２０３０」を策定し、経営基盤の強

化と財政マネジメントの向上を図り、戦略的な上下水道経営を目指して

まいります。なお、新年度より地域下水道事業に地方公営企業法を適用

し、経営状況のより的確な把握に努め、将来にわたり安定的な経営を行

ってまいります。 

 

第７の「コンパクト＋ネットワーク推進プロジェクト」です。 

 再開発事業が続く駅前大通二丁目地区では、中心市街地に賑わいを創

出し新たな回遊拠点となる、まちなか広場（仮称）の整備と、現在建設

中の再開発ビル（東棟）内には、知と交流の創造拠点となる、まちなか

図書館（仮称）の整備に着手します。いずれも令和３年度の完成、供用

開始を目指すとともに、併せて、豊橋えきちか駐車場のリニューアル工

事を行ってまいります。また、豊橋駅西口駅前地区では、民間事業者が

行う優良建築物等整備事業に対し助成するとともに、同地区の活性化に

向けた検討調査などを進めてまいります。 

 快適で安全な自転車利用の取組みとして、自転車が「スマート」に走

るまち「とよはし」、を目標像として掲げ、達成に向けた様々な施策のほ

か、サイクルツーリズムを推進してまいります。本市南部地域には、６

県１４００ｋｍにわたる太平洋岸自転車道があり、これを地域全体で、

世界に誇りうる「ナショナルサイクルルート」への指定を目指す中、豊
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橋駅と道の駅「とよはし」の２か所で、そのゲートウェイとして必要と

なるサイクリストの受入れ環境を整えてまいります。具体的には、自転

車組立スペースや着替えスペースを整備するほか、道の駅「とよはし」

では、地元のこだわり食材を使ったグルメや特産品に加え、サイクリン

グコースや本地域のお勧めスポットを案内するなど、サイクリストへの

おもてなし体制を整えてまいります。 

 空家対策としては、不良住宅と認定された危険な空家の解体に対する

助成制度につきまして、その補助上限額を引き上げることに加え、古い

木造住宅の空家を解体する費用への助成制度を創設します。 

その他、幹線道路の整備では、都市計画道路弥生町線や、明海町・老

津町２８号線、大岩町・小松原町５５号線などの整備を進めてまいりま

す。また、土地区画整理事業につきましては、市施行の牟呂坂津地区、

組合施行の牛川西部地区及び柳生川南部地区において、引き続き事業の

進捗を図り、健全な市街地を形成してまいります。 

 

第８の「未来に羽ばたく人づくりプロジェクト」です。 

いよいよ、この 4 月から八町小学校において豊橋版イマージョン教育

が始まります。公立小学校としては初めてとなる取組みとして、全国か

ら注目されていますが、グローバリゼーションがますます進展するこれ

からの社会を生き抜いていくために、子どもたちの個性が磨き深められ、

将来への思いや夢に向かって羽ばたく 礎
いしずえ

となるよう、しっかりと取り

組んでまいります。また、来日間もない外国籍生徒が、スムーズに日本

の学校生活に馴染むことができるように、他に先駆けて開設した、中学
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生の初期支援コース「みらい」に続き、小学３年生から６年生までを対

象とする初期支援コース「きぼう」を、岩西小学校に開設してまいりま

す。外国籍市民が増え続ける中、家族とともに住むことになった外国籍

児童生徒への、きめ細やかな支援を充実してまいります。 

新年度は、子どもたちの放課後のあり方、過ごし方が大きく変わって

いく、節目の年となります。小学校で部活動の廃止が予定される中、放

課後の新しい学びの場として「のびるん de スクール」を、汐田小学校と

牛川小学校に開設します。放課後の学校施設を利用して地域の方や大学

生と交流しながら、体験学習やスポーツ教室等を通じ、学力・体力の向

上を目指してまいります。 

未来（あす）の豊橋を担う若者の活躍を応援する取組みとして、若者

による「豊橋わかば議会」を開催し、自分たちが住みたくなるまち「豊

橋」の実現に向けた施策について、議会形式で議論を交わし、事業化を

目指してまいります。また、整備を進めてまいりました、南部窓口セン

ター２階の遊休空間では、学生や生徒のアイデアを「カタチ」にする、

交流空間「ガクラボ」がオープンします。学生たちが自由に集うことの

できる場として、空間づくりワークショップや「ガクラボ」発のイベン

トといった、意欲的な活動を支援し、若者の可能性を広げてまいります。 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会まで、半年をき

りました。子どもたちや若者が、「世界」を身近な場所で知ることができ、

肌で感じ取ることのできる、またとない機会であります。本市も様々な

かたちでこの大会を盛り上げてまいります。４月７日には聖火リレーが

本市から出発します。聖火をトーチに点火するセレモニーも行われ、聖
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火ランナーとともに盛り上げてまいります。大会期間中には、本市ゆか

りのアスリートを市民の皆さんと一緒に応援するため、パブリックビュ

ーイングを開催いたします。また、ホストタウン相手国であるドイツ連

邦共和国、リトアニア共和国の代表選手の事前合宿の受け入れや、大会

終了後の選手団との交流会の開催に向けて、両国と調整を進めるととも

に、そのレガシーとして、パラスポーツを通じた共生社会の実現を目指

した取組みを進めてまいります。 

 また、穂の国とよはし芸術劇場プラットなどにおいて、市民が質の高

い芸術文化に触れられる機会を提供するとともに、豊橋駅東西自由連絡

通路に、誰もが気軽に弾くことができるストリートピアノを設置するな

ど、市民とともに芸術文化を発信してまいります。 

 その他、美術博物館では、老朽化が進む施設の改修に向け、事業者を

選定するための実施方針の作成等を行うほか、小中学校において、校舎

等の全面リニューアル工事などを進めるとともに、豊橋高等学校では、

空調設備の整備を行うなど、学習環境の向上を図ってまいります。加え

て、国、県が行う私立高等学校等の授業料を実質無償化とする制度改正

に合わせ、市が独自に助成する対象者を拡大してまいります。 

 

 最後に、第９の「まちＥＣＯ実践プロジェクト」であります。 

５３０運動発祥の地としてふさわしい、環境に配慮した先進的なまち

づくりを進めるとともに、ごみ減量やリサイクルはもちろんのこと、「世

界首長誓約／日本」に署名し誓約をした３つの取組み、持続可能なエネ

ルギーの推進、国以上の温室効果ガス排出量の削減、気候変動の影響な
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どに適応した、レジリエント（強靱）な地域づくりを行ってまいります。 

エネルギーの地産地消を進めるため、この地域で生まれた再生可能エ

ネルギーを地域で活用する仕組みの検討を進め、事業化に向けた調査を

行うとともに、子どもから大人、事業者へと幅広く普及啓発を行ってま

いります。併せて、建物・住まいの省エネ化やエネルギーの自家消費を

促進するため、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（いわゆるＺＥＨ
ゼ ッ チ

）

の建築・購入や、リチウムイオン蓄電池の導入に対する助成制度を拡充

してまいります。 

環境汚染の要因の 1 つとなっています、使い捨てプラスチックの削減

に向け、全市的な展開を目指し、豊橋市役所は率先して、会議でのペッ

トボトル飲料の提供を取り止め、マイボトル・マイカップを持参するス

タイルに切り替えてまいります。なお、市役所内に無料給水スポットを

設置してまいりますので、市民の皆様には趣旨をご理解いただきまして、

会議に参加される際には、マイボトル・マイカップを持参していただき

たいと思います。また、海洋プラスチックごみ問題の啓発に取り組む、

「レース・フォー・ウォーター号」の本市への寄港に合わせ、未来を担

っていく子どもたちに対する啓発イベントを実施してまいります。 

 その他では、豊橋市民病院において、施設の更新にあわせ、環境負荷

低減と光熱水費の効果的な削減を図る、省エネルギー事業を実施する事

業者の選定を行い、令和３年度の事業化を目指します。また、本市と田

原市で広域処理を行う新しいごみ処理施設については、改めて基本条件

の整理等を行い、事業の進捗を図ってまいります。 
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戦略計画に基づいた主な取組みについては以上でありますが、その他、

新年度に取り組む事業についてご説明いたします。 

 

まず、令和３年度より始まります第６次総合計画の策定にあたりまし

ては、これまでの取組みの評価、分析をしっかりと行い、そこから見え

てきた課題への対応や、明確な将来ビジョンを定め、策定してまいりま

す。なお、総合計画の策定時期に合わせ、公共施設の最適化に向けた、

公共施設等の総合的な管理や再配置に係る事項を含めた個別施設計画や

行財政改革プランなど、様々な分野において多くの計画を策定、改定い

たします。いずれも、これからの本市が目指す方向性を決定する重要な

計画となりますので、策定等にあたりましては、議員各位をはじめ、市

民の皆様と十分な議論をしてまいります。 

庁内窓口では、キャッシュレス決済サービスを導入するほか、ＲＰＡ

ツールを活用し自動化する業務を拡充するとともに、公立保育所や法人

保育所等への保育士支援システムの導入や、農地利用調査のスマート化

を図るなど、行政の効率化と働き方改革も同時に進めてまいります。ま

た、マイナンバーカードの交付枚数の増加が見込まれることから、窓口

体制を強化することに加え、企業等への出張申請受付を行うとともに、

国が行うマイナポイントを活用した消費活性化対策について、利用する

ために必要となる、マイキーＩＤの設定支援などを行ってまいります。 

その他では、４月から、「豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例」

が施行されます。いわゆる「ごみ屋敷」等について、福祉的、社会的支

援による原因の解消を目指しますが、必要に応じて勧告、命令等の措置
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を行ってまいります。自転車の快適で安全な利用のさらなる推進のため、

自転車ヘルメットの着用促進について、高校生と共に考え取り組むプロ

ジェクトを実施するとともに、自転車損害賠償保険等への加入を促進し

てまいります。また、国史跡・馬越長火塚古墳群やその周辺の古墳群を

整備し活用する取組みに着手し、まずは、発掘調査を行ってまいります。 

 

以上が新年度に実施する主要な事業であります。第５次総合計画の最

終年度として、また、未来（あす）の豊橋の姿を見据え、次期総合計画

の土台、 礎
いしずえ

となる、予算を編成したものであります。 

 

新年度は、税制改正の影響等により、法人市民税は減少を見込むもの

の、市税収入は昨年度並みを見込んでいますが、地方財政計画による試

算では、普通交付税や臨時財政対策債は見込めず、歳入環境は引き続き

厳しい状況にあります。一方、歳出では、少子高齢化の進展による社会

保障の負担の増加や、小中学校をはじめとした公共施設や社会インフラ

の老朽化に伴う維持管理・更新経費などの財政需要が、ますます増大し

ています。歳出の徹底した見直しと、積極的な財源確保を図るとともに、

限られた財源を、基本計画事業や本市を取り巻く社会的課題に重点的に

集中することで、今まで以上に市民満足度を高める施策を展開してまい

ります。 

 

以上、これまでご説明申し上げました諸施策を盛り込み編成いたしま

した新年度予算は、 
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一般会計は １，３２５億３，０００万円 

    特別会計は    ６５５億４，９００万円 

    企業会計は   ６５１億６，９００万円 

全会計では ２，６３２億４，８００万円となっております。 

 

議員各位をはじめ市民の皆様には、今後とも市政に対する深いご理解

とご協力をお願い申し上げ、予算大綱説明とさせていただきます。 

 

― 補正予算 ― 

 

続きまして、令和元年度の補正予算をご説明いたします。 

今回、一般会計は、１８億５，４９２万  円の増額 

   特別会計は、     ３０９万２千円の増額 

   企業会計は、 ４億７，５００万  円の増額 

   合計では、 ２３億３，３０１万２千円の増額補正をお願いす

るものであります。 

 

以下、主な内容についてご説明申し上げます。 

 

まず、教育の関係では、国より追加の補助内示がございましたので、

八町小学校の校舎増築等事業をはじめ、長寿命化工事やトイレの大規模

改造工事などを行ってまいります。 

再開発事業の関係では、国より追加の補助内示がございましたので、
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駅前大通二丁目地区再開発事業への補助金につきまして、増額の補正を

お願いするとともに、農業の関係では、県営たん水防除事業におきまし

て、愛知県より追加の割当がございましたので、増額の補正をしてまい

ります。 

その他では、障害福祉サービスの給付事業や子ども医療費などの助成

事業、さらに、職員の退職者数の増加に伴う退職手当などについて、増

額補正等をお願いしております。 

特別会計では、篤志の方からのご寄附につきまして、ご意向に沿いま

して、豊橋総合動植物公園整備基金へ積み立ててまいります。 

企業会計では、下水道事業会計におきまして、中島処理場内の合流中

継ポンプ棟建設に係る附帯工事について、また、病院事業会計では、薬

品費に不足が生じますことから、増額の補正をお願いしております。 

また、これらの事業のうち複数年度にわたる事業につきましては、継

続費の変更や追加を、年度内執行が困難な事案につきましては、繰越明

許費の設定等をお願いしております。 

 

なお、国の補正予算につきましては、「安心と成長の未来を拓く総合経

済対策」として、災害からの復旧・復興と安全・安心の確保、経済の下

振れリスクへの重点支援、未来への投資と経済活力の維持・向上に対応

するもので、３．２兆円の規模となっております。本市におきましても、

国の補正に伴う、小中学校等の通信ネットワーク環境整備をはじめ、福

祉施設の整備に対する助成、農業用施設や道路等の強靱化や基盤整備、

下水道事業における浸水対策などに対応してまいりますので、準備が整
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い次第、改めてお願いしてまいりたいと考えております。 

 

以上が今回の補正予算の主なものでありますが、この他、今議会には

多くの条例案や単行案を提出しております。詳細につきましては、議事

の進行に伴い、関係部課長からそれぞれ説明させますので、よろしくお

願いいたします。  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


